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桃陽病院の今後の在り方検討に係る検討会の運営支援等業務委託 

プロポーザル募集要項 

 

桃陽病院の今後の在り方検討に係る検討会の運営支援等業務委託の受託候補者選定

について、公募型プロポーザル方式で実施しますので、次のとおり公募します。 

 

１ 委託業務の名称 

桃陽病院の今後の在り方検討に係る検討会の運営支援等業務 

 

２ 委託業務の内容 

別紙仕様書（令和７年度及び令和８年度）のとおり 

※ 本業務は２か年度（令和７年度から令和８年度末まで）を予定しており、令和

８年度分の契約については、当該年度の予算の成立を条件とする。 

 

３ 契約金額の上限 

 ・ 令和７年度 金５，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 
・ 令和８年度 金５，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 
 ※ 令和８年度分の契約金額は、当該年度の予算の範囲内で別途協議し、契約を締

結する。 
 
４ 応募資格 

  募集に参加できる事業者は、法人その他の団体で、本業務を実施するうえで人的か

つ財産的な管理能力を有し、かつ、次に掲げる要件を満たす者であること。 

⑴ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

⑵ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立てをして

いる者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成１１年

法律第２２５号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決

定を受けている者を除く。)でないこと。 

⑶ 本市競争入札有資格者名簿又は指名競争入札有資格者名簿に登載されている者

（公募開始日から選定結果の通知の日までの期間に、京都市競争入札参加停止取扱

要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと）あるいは、本市競争入札等取扱要

綱第２条第１項各号に掲げる資格を有する者であること。 
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⑷ 賦課されている全ての税(国税及び地方税)を完納していること。 

⑸ 代表者又は役員等が京都市暴力団排除条例(平成２４年京都市条例第４５号)第

２条に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でないこと。また、暴力

団員等と社会的に非難される関係を有していないこと。 

⑹ 公募開始日から過去５年以内に、国、地方公共団体又は国公立・公的医療機関が

策定する在り方方針、経営強化プラン等の策定支援業務を元請けとして３件以上受

託した実績を有すること。 

⑺ 本業務の主担当者には、公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が認定す

る医業経営コンサルタントを配置すること。 

⑻ コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整っていること。 

５ 質問及び回答 

仕様書の内容及び企画提案書の提出に関する質問は、次の各号により行うものとす

る。 

⑴ 質問受付期間 

令和７年１２月２６日（金）午後５時（厳守）までに、「13 当課」のメールアド

レスに質問内容を送信すること。（メールの件名に「【桃陽病院の今後の在り方検討

に係る検討会の運営支援等に関する質問】」と記載し、メール連絡の際は電話でも

連絡し、メール受信の確認をすること。）。 

 ⑵ 期限後の質問及び口頭での質問は受け付けない。また、評価等に影響を及ぼすお

〔参考〕京都市競争入札等取扱要綱（一部抜粋） 

（競争入札の参加者の資格） 

第２条 競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を有するものでなければならない。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項各号のいずれかに該当する者でないこと。 

（２）引き続き１年以上当該営業を営んでいること 

（３）次に掲げるものを滞納していないこと。 

ア 所得税又は法人税 

イ 消費税 

ウ 本市の市民税及び固定資産税 

エ 本市の水道料金及び下水道使用料 

（４）（略） 

（５）前号に定めるもののほか、法令の規定により、営業について免許、許可又は登録等を要する場

合にあっては、当該免許、許可又は登録等を受けて当該営業を営んでいること。 

（６）京都市暴力団排除条例第 2 条第 4 号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密

接関係者でないこと。 
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それがある内容（参加事業者数・参加事業者名・審査委員等）についての質問は受

け付けない。 

⑶ 回答 

令和８年１月７日（水）の午後５時までに全ての質疑及び回答について、京都市

情報館（本市ホームページ）に掲載する。 

ただし、やむを得ない事情により回答が遅れる場合には、その旨を京都市情報館

（本市ホームページ）に掲載する。 

 

６ 応募申請書及び企画提案書等の提出 

参加希望者は、応募申請書（様式１）及び企画提案書等を提出すること。 

 ⑴ 提出方法 

担当部署へ持参又は郵送（期限内必着の書留郵便に限る。）によること。 

  ⑵ 提出期限 

令和８年１月１９日（月）午後５時（厳守） 

 ※ 期限を超えたものは、いかなる理由をもっても受け付けない。 

※  持参の受付は平日午前９時～１２時、午後１時～５時のみ。 

 ⑶ 提出書類 

ア 応募申請書（様式１） 

イ 法人等の概要（様式２） 

ウ 類似業務実績一覧（様式３） 

エ 予定担当者調書（様式４） 

オ 見積書（任意様式） 

・ 宛先は京都市長とすること。 

・ 消費税及び地方消費税相当額は１０％で計上するとともに、消費税及び地方

消費税相当額は内書きで記載すること。 

・ 本業務は２か年契約を予定しているため、見積書は、令和７年度分と令和８

年度分に分けて提出すること。 

・ 企画費等で計上するものについては、単に「一式」とせず、業界平均単価（自

社の料金表等）等により積算根拠を明示すること。 

・ 見積書の対象経費については、本業務に必要な経費を全て計上することがで

きることとする。ただし、人件費については、法定福利厚生費（健康保険、年

金、雇用保険、労災保険）以外の福利厚生費は計上することはできない。 

・ 飲食に係る経費は対象外とする。 

カ 企画提案書（任意様式） 

・ 別紙「審査基準」を参照のうえ作成し、紙文書で１０部提出すること。 

・ 用紙の大きさはＡ４版、横書きとする。 
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・ 企画提案書について、表紙、目次を除いた実質的なページ数を１５ページ以

内とする。 

・ 文書を補完するための写真・イラスト等の使用は可とする。 

・ 企画提案書は、極力、専門用語は使用しないこと。 

  キ コンソーシアム協定書 

   ・ 複数の事業者による共同提案を行う場合は、当該事業者間におけるコンソー

シアム協定書を提出すること。 

 

京都市入札参加資格の登録がない場合は、次の書類を提出すること。(各１部) 

ク 印鑑証明書 

ケ 暴力団排除条例誓約書（様式５） 

コ 商業登記の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 

（写し可。提出日から３か月以内のもの。） 

サ 直近年度の国税（法人税及び消費税）、都道府県税及び市町村税納税証明書 

（写し可。滞納がないことを確認できるもの。提出日から３か月以内のもの。） 

 ⑷ その他 

ア 提出書類はいかなる理由をもっても返却しない。また、提出期限以降における

企画提案書の差替え及び再提出は認めない。 

 イ 採択された提案は、受託候補者選定後、本市との協議により、修正又は変更を

する場合がある。 

  ウ 提出書類について、公文書公開請求があった場合には、個人情報及び法人の営

業に関する事項を除き、公開することがある。 

 エ 公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 オ 提出書類の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

 

７ 受託候補者の選定方法 

本要項及び仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、桃陽病院の今後の

在り方検討に係る検討会の運営支援等に関する業務受託候補者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）が審査を行い、受託候補事業者を選定する。 

なお、審査はプレゼンテーションによることを原則とするが、応募事業者が単独の

場合には、書類審査により受託者を選定する場合がある。 

⑴ 審査方法 

次の方法により審査を行う。 

ア プレゼンテーション 

企画提案書等に基づく提案者による提案内容の全体説明及び質疑応答 

イ 書面審査 
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企画提案書等の内容審査 

⑵ 審査日時・場所 

ア 日時 令和８年１月２２日（木）～令和８年１月２６日（月）（予定） 

イ 場所 京都市役所 

※ 詳細な日時及び場所等については、別途通知する。 

⑶ 審査順 

企画提案書等が提出された順（受付順）とする。 

⑷ 提案及び質疑応答の時間 

提案時間は２０分間とし、質疑応答は２０分間とする。なお、提案者数により変

更することがある。 

⑸ 参加人数及び説明者 

参加人数は３名までとする。提案の説明者は、原則として予定担当者調書（様式

４）に記載された担当者とする。 

⑹ 説明方法 

事前に提出された企画提案書等（書面）に基づき説明及び質疑応答を行うことと

し、当日新たな資料やデータ等の持込みを行わないこと。 

⑺ 評価方法 

別紙「桃陽病院の今後の在り方検討に係る検討会の運営支援等業務公募型プロポ

ーザル審査基準」により評価し、総評価得点が最上位の者を受託候補者として決定

し、次に得点が高かった者を次点の事業者として決定する。また、総評価得点は選

定委員の採点を合計したものとする（満点５００点）。最高得点に同数が出た場合

は、見積額が廉価であった事業者を受託候補者とし、見積額が同額であった場合は、

審査委員会の投票で決定する。 

なお、事業者が１者であっても本プロポーザルは成立するが、選定については審

査委員会で決定することとし、評価が一定点数（合計２５０点）に満たない場合は

選定しない場合がある。 

 ⑻ 選定結果の通知 

   選定結果については、選定後、提案者全員に電子メール及び書面により通知する

とともに、京都市情報館（本市ホームページ）に掲載する。 

 

８ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、それが判明した時点で失格とする。 

⑴ 「４ 応募資格」の要件を満たしていない場合 

⑵ 提出書類に虚偽又は不正があった場合 

⑶ 実施要項等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項

等の条件に適合しない書類の提出があった場合 
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⑷ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

⑸ プレゼンテーション開始時刻までに理由なく会場に到着しなかった場合 

⑹ 見積書の金額が予算額を超過した場合 

 

９ 委託契約の締結 

⑴  契約金額 

原則として、提案書類提出時に提出された見積書に記載された金額をもって契約

金額とする。なお、令和８年度の契約金額は、当該年度の予算の範囲内で別途協

議し、契約を締結する。 

⑵  契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

ただし、契約は年度ごとに締結するものとし、令和８年度の契約については、当

該年度の予算の成立を条件とする。 

・ 令和７年度：契約締結日から令和８年３月３１日まで 

・ 令和８年度：令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

⑶ 契約の締結等 

ア 選定した受託候補者と契約条件を確認及び協議のうえ、随意契約を行う。 

イ 受託候補者となった者は、速やかに所定の契約書を提出しなければならない。 

ウ 受託候補者となった者がア及びイの手続を行わないときは、当該委託業務に係

る契約は締結されなかったものとみなす。この場合、次点の者を受託候補者とし

て選定する。 

 

10 契約の解除 

契約締結後であっても、次の場合に契約を解除し、受託者を変更することがある。 

また、この場合、委託料は一切支払わない。 

⑴  企画提案書など提出書類に虚偽の記載が明らかになった場合 

⑵  受託者に重大な瑕疵がある場合 

⑶  事務遂行の意思が認められない場合 

⑷  事務遂行能力がないと認められる場合 

⑸  その他、契約を継続するに耐えない事情がある場合 

 

11 その他 

⑴ 応募に要する費用は、全て応募者の負担とする。 

⑵ 委託事業の開始から終了までの間、事業実施方法や進捗状況の確認等、事業の円

滑な実施のために、定期的に本市と連絡調整を行うこと。 

⑶ 本事業を通じて、著作権や特許権等の知的財産権が発生した場合、その権利は全
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て本市に帰属するものとする。 

⑷ 本委託業務については、再委託してはならない。ただし、委託業務については、

事前に発注者へ書面（再委託先ごとに委託業務内容及び担当者連絡先を明示したも

のなど）による承諾を得た場合はこの限りではない。 

⑸ 本プロポーザルにおいて知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

⑹ 本プロポーザルにおいて提出された企画提案書等の書類は、京都市情報公開条例

の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。ただし、

事業を営むうえで、競争上の地位、財産権その他正当な利益を害すると認められる

情報は全部又は一部が非公開となる場合がある。 

なお、本プロポーザルの契約予定事業者選定前において決定に影響が出るおそれ

がある情報については、決定後の開示とする。 

 ⑺ 提案者は、公募型プロポーザルの審査結果に異議を申し立てることはできない。 

 

12 スケジュール 

内容 日時 

公募開始 令和７年１２月２２日（月） 

質疑受付期間 

（令和８年１月７日（水）までに回答） 

令和７年１２月２２日（月）から 

令和７年１２月２６日（金）まで 

応募申請・企画提案書提出期限 令和８年 １月１９日（月）まで 

プレゼン審査・書面審査 
令和８年 １月２２日（木）から 

     １月２６日（月）まで 

結果通知・受託業者決定・契約締結 令和８年２月上旬 

※ スケジュールは予定であり、状況により変更する可能性がある。 

 

13 担当課 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 京都市役所北庁舎５階 

   京都市子ども若者未来部子ども家庭支援課（担当：中野、津山） 

   ＴＥＬ ０７５－２２２－３９３９ 

ＦＡＸ ０７５－２５１－１１３３ 

e-mail kodomokateisien@city.kyoto.lg.jp 

mailto:kodomokateisien@city.kyoto.lg.jp

